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揖斐川町人事行政の運営等の状況（令和５年度）
１　職員の任免および職員数に関する状況
・職員数	 （単位：人）

区　　分
令和６年
４月１日
職員数

令和５年度中 令和５年
４月１日
職員数採用者数 退職者数

一般行政職 161 4 12 169
医　療　職   5 0 0 5
保　健　師   13 1 1 13
社会福祉士 1 0 0 1
保　育　士   38 4 1 35
技能労務職   6 0 0 6
合　　計  224 9 14 229

注：職員数は一般職に属する職員数である。

（３）育児休業	 （単位：人）
区　　分 男性職員 女性職員 計

令和５年度中に新たに育児
休業を取得した職員 1 3 4

令和４年度中から引き続き
育児休業を取得している職員 0 7 7

４　職員の分限および懲戒処分の状況
（１）処分者数	 （単位：人）

処分の内容 処分者数 処分事由
分限処分 3 【休職】心身の故障

懲戒処分 8

【減給 1/10】職員が懲戒免職
処分となったことによる管理
監督職に対する処分４人

【戒告】職員が懲戒免職処分
となったことによる管理監督
職に対する処分 1 人

【戒告】住民票の不適切な請
求および交付に対応したこと
および請求および本人確認が
無いまま、住民票を事務所外
部に持ち出し、交付を行った
ことに対する処分３人

５　職員の服務の状況	
　職員は全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、
かつ、職務の遂行にあたっては全力を挙げてこれに専念し
なければならない。この趣旨を具体的に実現するため、地
方公務員法によって、法令等および上司の職務上の命令に
従う義務、信用失墜行為の禁止、職務上知り得た秘密を
守る義務、職務に専念する義務、政治的行為の制限、争
議行為等の禁止、営利企業等の従事制限など、民間企業
の労働者とは異なる服務上の強い制限が課せられている。
　さらに揖斐川町職員服務規程を制定し、職員が常に認識
しておかなければならない基本的な心構えを定めている。

７．職員の福祉および利益の保護の状況
（１）福利厚生制度に関する状況

区　　分 受診者数 内　容　等
総合健診 218 年代別総合健康診断

（２）公務災害補償制度
加入団体 災害件数 災害の概要

地方公務員災害補償
基金岐阜県支部 1 地方公務員の公務上

の災害

６　職員研修および勤務成績評定の状況
（１）職員研修の実施状況	 （単位：人）

研修区分 受講者数累計
研修センター研修 91

各種専門研修 46
派遣研修 5

計 142
（２）勤務成績の評定状況

区　　分 基準日 評定等内容

人事評価 10 月 1 日
3 月 1 日

実績評価、行動評価、面談
の実施等

２　職員の給与の状況
（１）１人あたりの支給額（令和５年４月１日現在）（単位：円）

区　　分 平均給料月額
一般行政職 310,049
技能労務職 219,533

（２）初任給基準		 （単位：円）
区　　分 大卒 短大卒 高卒 中卒

一般行政職 196,200 179,100 166,600 －
技能労務職 － － 164,000 155,300
区　　分 博士課程卒 大学 6 卒

医　　　師 345,000 －
歯 科 医 師 － 264,700
区　　分 短大 3 卒 短大 2 卒 准看護師養成所卒

看 護 師 218,800 211,000 －
准 看 護 師 － － 183,500

（３）手当制度の状況
区　　分 支　給　額　等

手当の種類

管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、
地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴
任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、
休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、
管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉
手当、災害派遣手当等

３　職員の勤務時間その他の勤務条件の状況
（１）勤務時間

区　　分 勤　務　時　間　等

勤務を
要する曜日

毎週月曜日から金曜日までの週５日間
（祝日法による休日および 12 月 29 日か
ら１月３日を除く）

１日当たり
の勤務時間

午前８時 30 分から午後５時 15 分まで
休憩時間を除く、実質７時間 45 分勤務

注：職種や職場によって異なります。
（２）休暇制度
※使用実績は、令和５年１月１日～令和５年 12 月31日の期間
休暇の種類 休暇日数等 使用実績
年　　次
有給休暇

１年につき 20 日付与（繰越、
採用時期等により変動あり）

平均取得日数
10.7 日

特別休暇 産前産後、結婚休暇等有り
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児童手当制度改正のお知らせ
令和6年10月分からの制度改正により、支給対象が拡充されます。令和6年10月分からの制度改正により、支給対象が拡充されます。

以下の方は、拡充にあたりお手続きが必要となります。�
①認定請求書の提出が必要な方
　 ・中学生以下の児童を養育しておらず、高校生年代の児童のみを養育している場合
　 ・現在、所得限度額超過により、支給対象外である場合

②第３子以降の加算に係る申立書類（確認書）の提出が必要な方
　 ・ 18歳到達年度末以降～22歳到達年度末までの子どもがいる方で、その親等（児童手当受給

資格者）に経済的負担がある場合

※ ①認定請求書および②確認書両方の提出が必要な場合、または受給資格者の状況によりその
他別の書類が必要になる場合があります。

池田町池野４６５番地

相続・贈与・遺言

お気軽にご相談ください

野原昭弥事務所

☎ 0585-45-4655

揖斐郡池田町池野４６５

司法書士

―土地・建物、会社の登記―
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拡充前（令和６年９月分まで） 拡充後（令和６年10月分以降）

所得制限 制限あり 制限なし

支給対象年齢 0～15歳 0～18歳（高校生年代まで ※１）

手当月額

所得制限以内
・3歳未満　一律　　　：15,000円
・3歳～小学校修了まで
　　第1子、第2子　　：10,000円
　　第3子以降　　　　：15,000円
・中学生　一律　　　　：10,000円
所得制限以上　一律　　：    5,000円
所得上限以上　　　　　：支給なし

・3歳未満
　　第1子、第2子　：15,000円
　　第3子以降　　　：30,000円
・3歳～高校生年代
　　第1子、第2子　：10,000円
　　第3子以降　　　：30,000円

算定対象となる子
※２ 18歳到達年度末までの児童

22歳到達年度末までの子
◎ 18歳～22歳までの子どもについては、

その親に経済的負担がある場合に限り
算定対象とする（確認書が別途必要）

支払回数 年3回（2月・6月・10月）
各前月までの４か月分を支給

年6回（偶数月）
各前月までの２か月分を支給

※１ 18 歳に達する日以後の最初の 3 月 31 日までの間にある者
※２  手当月額における子の数は、算定対象となる子の数をカウントし、その数が３人以上の場合、第３子

以降の加算の対象となります

ご不明な点などありましたら、お問い合せください。　　お問い合せ：子育て支援課　℡ 22-2791
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●お問い合せ　健康福祉課　℡ 22-2790　受付時間：平日8：30～17：15

　弁護士と臨床心理士などによる包括相談会を開催します。ひとりで悩んでいませんか？
　専門家に相談することで解決の糸口が見つかるかもしれません。また、心の負担を軽くするこ
とができるかもしれません。お気軽にご利用ください。
　相談は、予約制です。下記西濃保健所へ電話でお申し込みください。お申込みの際に時間を
お知らせします。
　予約受付は、平日9時から17時です。

日　程 時　間 会場・問い合わせ先

9月5日（木）
9月19日（木）

令和７年
3月3日（月）

各日13時から16時頃　　
（開催会場により多少の
前後があります。）

西濃保健所（西濃総合庁舎）２階２-１会議室
（大垣市江崎町422-3）
℡ 0584-73-1111（内線295）

※相談は、無料・秘密厳守です。

令和６年度 新たな住民税非課税等世帯給付金
および子育て世帯への加算給付について

令和６年度新たな住民税非課税等世帯給付金（１世帯あたり10万円）
　基準日（令和６年６月３日）時点で揖斐川町に住民登録があり、世帯全員が、令和６年度新たに
住民税が非課税または住民税均等割のみ課税（定額減税前）になった世帯に対し、１世帯あたり
10万円を支給します。
※�これまでの令和５年度の非課税世帯に対する給付金（３万円、７万円）または均等割のみ課税
世帯に対する給付金（10万円）を受給された世帯は、今回の給付金の対象ではありません。

※なお、この給付金は非課税で差押禁止です。

◎その他、支給対象外の世帯
・世帯全員が住民税均等割が課税されている方の扶養を受けている世帯
・世帯員に租税条約による住民税の免除を届け出ている方を含む世帯
・既に他の自治体から世帯主として同趣旨の給付金を受給した方を含む世帯
・令和６年１月２日以降に入国した方で、国内のいずれの市区町村も住民税課税権を有しない方を含む世帯

子育て世帯への加算給付（児童1人あたり５万円）
　上記、令和６年度新たな住民税非課税等世帯給付金の支給対象世帯のうち、18歳以下の児童（平成
18年４月２日以降生まれ）を扶養している世帯に対して児童１人あたり５万円を追加支給します。

申請期限
（共通）

申請方法
（共通）

11月29日(金)まで
※�令和６年１月２日以降に揖斐川町に転入した方を含む世帯や、住民税が未申告の方がいる
世帯には「支給要件確認書」が送付されませんので、別途申請が必要です。

対象と思われる世帯の世帯主宛てに、「支給要件確認書」を送付します。（８月
下旬以降順次発送）　必要事項を記入のうえ、本人確認書類の写しと通帳等の
写しを同封し、返信用封筒にてご返送ください。

令和６年度令和６年度　　法律法律ととこころこころのの相談会相談会
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「同和問題」を知っていますか？
国は、部落差別のない社会を実現することを目的とし、「部落差別の解消の推進に関する法律」を定めています。
同和問題（部落差別）とは、同和地区と呼ばれる地域の出身であることや、そこに住んでいることを理由に、日常
生活の上で様々な差別を受けるという問題であり、日本国憲法がすべての国民に保障している基本的人権が侵
害されている人権問題です。歴史上の身分差別に由来する差別意識が今日まで続き、就職差別や身分差別など、
様々な差別が発生しています。近年では、インターネット上での差別を助長する書き込みが大きな問題となって
います。
「同和問題」について関心を持ち、部落差別のない社会の実現に向けて取り組みましょう。

【お問い合せ】　住民生活課　℡２２－２７８６（直通）
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告
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成年後見制度って？ 成年後見制度って？ こんなお困りごとはありませんか？こんなお困りごとはありませんか？

お問い合せ
　揖斐川町成年後見支援センター（揖斐川町役場 健康福祉課内）　
　電話：２２－２７９０（健康福祉課直通、平日：8時30分～ 17時15分）
　＊相談をご希望の方は、まずはご連絡ください。

障がいの子どもが心配財産管理について 自分の将来
障がいのある子どもの親亡き
後、本人のお金の管理やサー
ビスの利用契約などが心配。

高齢の親が認知症で、銀行の
お金を引き出せない、通帳を
なくした、様々な支払いがで
きなくなったなど。

成年後見はやわかりホームページ（厚生労働省）→　https://guardianship.mhlw.go.jp/成年後見はやわかりホームページ（厚生労働省）→　https://guardianship.mhlw.go.jp/

身寄りがなく一人暮らし。
いざというとき、自分の財
産管理や身の回りのことが
不安。

法定後見制度
　認知症や障がいなどで判断能力が不十分
となり、お金の管理や契約、手続きが難し
くなった人に代わって法的な権限を持って
支援する人を、家庭裁判所が選び支援する
制度です。

任意後見制度
　将来のために、あらかじめ任意後見人と
なる人に委任する事務を公正証書による契
約で定めておき、判断能力が不十分になっ
た後に委任された事務を本人に代わって行
う制度です。
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１４
日（
日
）芽
室
町
の
花
火
大

会
「
華は
な

音お
と

」
が
開
催
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０
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９
年
か
ら
開
催
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掲
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内
小
学
生
27
名
が
活
躍
し
ま
し
た
。
花

火
の
構
成
や
曲
を
考
え
、
当
日
に
は
司
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ま
し
た
。
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▲
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落
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ま
し
ょ
う
。

　

７
月
の
「
社
会
を
明
る
く
す
る
運

動
」
と
「
青
少
年
の
非
行
・
被
害
防

止
全
国
強
調
月
間
」
に
併
せ
て
、
７

月
８
日
（
月
）
養
老
鉄
道
揖
斐
駅

前
、
バ
ロ
ー
揖
斐
川
店
前
で
街
頭
啓

発
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

　

保
護
司
会
、
更
生
保
護
女
性
会
、

県
立
揖
斐
高
校
Ｍ
Ｓ
リ
ー
ダ
ー
ズ
、

揖
斐
川
中
学
校
Ｍ
Ｓ
Ｊ
リ
ー
ダ
ー
ズ

の
メ
ン
バ
ー
ら
が
、
啓
発
グ
ッ
ズ
や

チ
ラ
シ
を
配
布
し
、
運
動
を
呼
び
か

け
ま
し
た
。

　

私
た
ち
一
人
ひ
と
り
が
、
犯
罪
や

非
行
の
防
止
と
罪
を
犯
し
た
人
た
ち

の
更
生
に
つ
い
て
理
解
を
深
め
、
そ

れ
ぞ
れ
の
立
場
に
お
い
て
力
を
合
わ

せ
、
犯
罪
や
非
行
の
な
い
地
域
社
会

を
築
い
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

社
会
を
明
る
く
す
る
運
動

社
会
を
明
る
く
す
る
運
動

街
頭
啓
発

街
頭
啓
発
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住
民
票
の
写
し
な
ど
第
三
者
へ
交
付
し
た
と
き

は
本
人
へ
通
知
し
ま
す
。
希
望
者
は
登
録
を

　

揖
斐
川
町
で
は
、
住
民
票
の
写
し
な
ど
の

第
三
者
交
付
に
係
る
本
人
通
知
制
度
を
実
施

し
て
い
ま
す
。

　

こ
の
制
度
は
住
民
票
の
写
し
や
戸
籍
謄
本

な
ど
の
不
正
な
請
求
や
取
得
に
よ
っ
て
、
個

人
の
権
利
が
侵
害
さ
れ
ぬ
よ
う
防
止
す
る
こ

と
を
目
的
に
し
て
い
ま
す
。
本
人
の
代
理
人

ま
た
は
第
三
者
に
交
付
し
た
と
き
に
、
事
前

に
登
録
し
た
本
人
に
そ
の
事
実
を
通
知
し
ま

す
。

■
通
知
対
象

　

本
人
の
代
理
人
ま
た
は
第
三
者
か
ら
の
請

求
に
よ
り
、
登
録
者
の
住
民
票
の
写
し
な
ど

を
交
付
し
た
と
き
。（
た
だ
し
、
弁
護
士
・

司
法
書
士
な
ど
の
特
定
事
務
受
託
者
の
紛
争

処
理
、
国
や
公
共
団
体
か
ら
の
請
求
な
ど
の

場
合
を
除
き
ま
す
）

■
登
録
で
き
る
人

　

揖
斐
川
町
の
住
民
基
本
台
帳
、
戸
籍
ま
た

は
戸
籍
の
附
票
に
記
載
さ
れ
て
い
る
人

（
過
去
に
記
載
さ
れ
て
い
た
人
）

■
登
録
期
間

　

登
録
者
名
簿
に
記
載
し
た
日
か
ら
３
年
間

■
登
録
申
し
込
み

　

本
人
で
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
書
類

（
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
、
運
転
免
許
証
や

旅
券
な
ど
）を
持
っ
て
、
揖
斐
川
町
役
場
住

民
生
活
課
ま
た
は
各
振
興
事
務
所
窓
口
で
申

請
で
き
ま
す
。

問
住
民
生
活
課　

℡
２
２
‒
２
７
８
６

か
ら
ア
ク
セ
ス
し
て
閲
覧
で
き
ま
す
。

問
森
林
経
営
管
理
室　

　

℡
２
２
‒
２
８
１
０

  

消
防
署
か
ら
の
お
知
ら
せ

甲
種
防
火
管
理
新
規
講
習
開
催

　

消
防
本
部
で
は
、
甲
種
防
火
管
理
資
格
を

取
得
す
る
講
習
会
を
開
催
し
ま
す
。

■
日
時

　

10
月
16
日（
水
）９
時
～
16
時
30
分

　

10
月
17
日（
木
）９
時
～
15
時
30
分

※�

２
日
間
の
講
習
を
修
了
さ
れ
た
方
に
は
、

修
了
証
を
交
付
し
ま
す
。

■
場
所

　

大
野
町
中
之
元

　

揖
斐
郡
消
防
組
合
消
防
本
部�

３
階
研
修
室

■
受
講
料

　

無
料
た
だ
し
テ
キ
ス
ト
代
と
し
て

　

４
，
０
０
０
円
が
必
要

■
受
講
定
員　
24
人

■
申
込
期
間　

　

９
月
18
日（
水
）か
ら
９
月
30
日（
月
）ま
で

（
定
員
に
な
り
次
第
、
締
め
切
ら
せ
て
い
た

だ
き
ま
す
）

問
揖
斐
郡
消
防
組
合
消
防
本
部
予
防
課

　

℡
３
２
‒
２
５
５
３

  

ク
マ
の
目
撃
情
報
の
通
報
に
ご
協
力

く
だ
さ
い

　

揖
斐
川
町
で
は
、
ク
マ
の
目
撃
情
報
の
通

報
を
受
け
た
際
、
注
意
喚
起
の
た
め
、
デ
ジ

タ
ル
防
災
行
政
無
線
に
よ
る
放
送
や
注
意
喚

起
看
板
の
設
置
、
警
察
や
猟
友
会
な
ど
の
関

係
機
関
へ
の
連
絡
、
目
撃
現
場
の
パ
ト
ロ
ー

ル
に
加
え
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
通
じ
て
目

撃
情
報
が
入
手
で
き
る
「
ク
マ
マ
ッ
プ
」
へ

の
情
報
登
録
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

　
「
ク
マ
マ
ッ
プ
」
は
、不
特
定
多
数
の
方
々

が
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
閲
覧
で
き
る
こ
と
か

ら
、
地
域
住
民
の
方
々
に
限
ら
ず
、
地
域
外

の
方
々
へ
の
注
意
喚
起
に
有
効
な
手
段
と
な

り
ま
す
。

　

つ
き
ま
し
て
は
正
確
な
情
報
発
信
を
徹
底

す
る
た
め
、
町
民
の
皆
さ
ん
に
お
か
れ
ま
し

て
は
、
ク
マ
の
目
撃
情
報
を
入
手
さ
れ
ま
し

た
ら
漏
れ
な
く
、
通
報
先
へ
通
報
く
だ
さ
い

ま
す
よ
う
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

■
通
報
先（
開
庁
時
間
）

・
森
林
経
営
管
理
室　

℡
２
２
‒
２
８
１
０

・
谷
汲
振
興
事
務
所　

℡
５
５
‒
２
１
１
１

・
春
日
振
興
事
務
所　

℡
５
７
‒
２
１
１
１

・
久
瀬
振
興
事
務
所　

℡
５
４
‒
２
１
１
１

・
藤
橋
振
興
事
務
所　

℡
５
２
‒
２
１
１
１

・
坂
内
振
興
事
務
所　

℡
５
３
‒
２
１
１
１

■
通
報
先（
閉
庁
時
間
）

　

宿
日
直　

℡
２
２
‒
２
１
１
１

■
岐
阜
県
ク
マ
マ
ッ
プ
に
つ
い
て

　

ク
マ
マ
ッ
プ
は
、「
岐
阜
県
ク
マ
マ
ッ
プ
」

で
検
索
し
て
い
た
だ
く
か
、
二
次
元
コ
ー
ド

  

シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー
か
ら
の

お
知
ら
せ

■
お
仕
事
の
受
付

　

自
分
で
は
無
理
だ
が
プ
ロ
に
頼
む
ま
で
も

な
い
仕
事
な
ど
、
お
困
り
の
こ
と
が
ご
ざ
い

ま
し
た
ら
ま
ず
は
お
電
話
に
て
ご
相
談
く
だ

さ
い
。
お
見
積
り
は
無
料
で
す
。

　

ま
た
、
派
遣
事
業
も
行
っ
て
お
り
ま
す
。

会
社
な
ど
で
短
期
間
・
短
時
間
だ
け
人
手
が

必
要
な
時
に
も
、
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

（
仕
事
例
）

＊�

草
刈
り
・
草
取
り
＊
襖
・
障
子
・
網
戸
張
り

＊
資
源
ゴ
ミ
等
の
分
別

＊
病
院
な
ど
の
付
き
添
い　
　

＊�

家
事
援
助（
洗
濯
、
掃
除
、
窓
拭
き
、
食

事
作
り
、
買
い
物
、
片
付
け
な
ど
）　

＊
軽
作
業
＊
社
内
清
掃　

　

そ
の
他
の
仕
事
も
お
問
い
合
せ
く
だ
さ
い
。

■
会
員
募
集

　

現
在
、
刈
払
機
で
の
草
刈
、
庭
木
の
剪
定

が
で
き
る
会
員
が
不
足
し
て
い
ま
す
。
興
味

の
あ
る
方
は
、『
事
業
お
よ
び
入
会
説
明
会
』

に
お
越
し
く
だ
さ
い
。

《
今
月
の
事
業
お
よ
び
入
会
説
明
会
》

■
日
時

　

９
月
３
日（
火
）、
17
日（
火
）　

　

10
時
開
始（
約
一
時
間
）※
要
予
約

■
場
所

　

揖
斐
川
町
福
祉
総
合
支
援
セ
ン
タ
ー
２
階

　

会
議
室

問（
公
社
）揖
斐
川
町
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー

　

℡
２
３
‒
０
９
０
７
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令
和
６
年
度「
里
山
探
検
隊
」
の

隊
員
募
集
の
お
知
ら
せ

　
「
里
山
探
検
隊
」
は
、
揖
斐
川
上
流
域
の

山
間
部
で
生
活
さ
れ
て
い
る
人
々
の
暮
ら
し

や
文
化
に
直
接
触
れ
る
と
共
に
、
そ
の
交
流

を
通
じ
て
山
と
水
と
の
関
わ
り
や
水
源
地
保

全
お
よ
び
防
災
の
大
切
さ
を
理
解
し
て
い
た

だ
く
学
習
の
場
と
し
て
活
動
す
る
も
の
で
す
。

■
活
動
予
定

　

揖
斐
コ
ー
ス　

10
月
16
日（
水
）　

�

12
時
30
分
～
17
時
30
分
頃

　

根
尾
コ
ー
ス　

11
月
13
日（
水
）

�

12
時
30
分
～
17
時
30
分
頃

活
動
内
容

　

両
コ
ー
ス
と
も
主
に
砂
防
ダ
ム
を
見
学
し

て
い
た
だ
き
ま
す
。

  

認
知
症
サ
ポ
ー
タ
ー
養
成
講
座
を

開
催
し
ま
す

　

青
年
・
成
人
講
座
と
し
て
認
知
症
サ
ポ
ー

タ
ー
養
成
講
座
を
開
催
し
ま
す
。
久
瀬
診
療

所
医
師
を
講
師
に
迎
え
、
知
識
と
支
援
す
る

際
の
心
配
り
な
ど
を
学
び
ま
す
。

■
日
時　
９
月
７
日（
土
）

　
　
　
　

９
時
30
分
～
11
時

■
場
所　
地
域
交
流
セ
ン
タ
ー
は
な
も
も

　
　
　
　

１
階
多
目
的
室
１

■
参
加
料　
無
料

■
申
込
期
間

　

８
月
１
日（
木
）～
９
月
３
日（
火
）

※
土
日
祝
日
を
除
く

　
８
時
30
分
～
17
時
30
分
に
お
電
話
く
だ
さ
い
。

問
社
会
教
育
課　

℡
２
３
‒
０
１
２
４

※�

活
動
内
容
詳
細
は
、
後
日
越
美
山
系
砂
防

事
務
所
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
お
知
ら
せ
し
ま

す
。

※�

活
動
予
定
は
、
悪
天
候
・
災
害
な
ど
で
変

更
や
中
止
に
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
の

で
、
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

■
募
集
対
象
者
　

　

現
場
な
ど
見
学
に
支
障
の
な
い
健
康
な
方

■
募
集
人
員

　

各
コ
ー
ス
15
名
程
度

※�

希
望
の
コ
ー
ス
を
選
択
し
て
い
た
だ
き
ま

す
。（
同
時
に
両
コ
ー
ス
の
申
し
込
み
可
）

※
応
募
多
数
の
場
合
は
抽
選
と
な
り
ま
す
。

　

抽
選
結
果
は
９
月
25
日（
水
）通
知
予
定
。

※�

グ
ル
ー
プ
申
込
み
は
３
名
ま
で
と
し
ま

す
。

■
費
用　
46
円（
保
険
料
）

■
集
合
場
所（
出
発
地
お
よ
び
帰
着
地
）

　

越
美
山
系
砂
防
事
務
所（
車
で
お
越
し
の

際
は
敷
地
内
駐
車
場
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
）

当
日
は
マ
イ
ク
ロ
バ
ス
で
移
動
し
ま
す
。

■
申
込
方
法

　

次
の
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
に
①
～
⑧
を
明
記

の
う
え
申
込
み
く
だ
さ
い
。

①
住
所
、
②
氏
名
、
③
年
齢
、
④
性
別
、
⑤

連
絡
先
電
話
番
号（
当
日
連
絡
が
と
れ
る
連

絡
先
）、
⑥
応
募
動
機
、
⑦
希
望
コ
ー
ス
、

⑧
活
動
で
学
ん
だ
内
容
を
発
信
す
る
場
合
の

方
法（
Ｓ
Ｎ
Ｓ
、
ブ
ロ
グ
、
サ
ー
ク
ル
活
動

な
ど
）

　

国
土
交
通
省
越
美
山
系
砂
防
事
務
所

　
「
里
山
探
検
隊
隊
員
募
集
」
係
ま
で

E-m
ail:cbr-etsum

ikouhou@
m
lit.go.jp

■
申
込
期
間　

　

９
月
２
日（
月
）～
９
月
２０
日（
金
）

　

過
年
度
の
活
動
実
績
は
、
越
美
山
系
砂
防

事
務
所
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
下
さ
い
。

https://w
w
w
.cbr.m

lit.go.jp/etsum
i/

jigyou/tanken.php

問
越
美
山
系
砂
防
事
務
所
総
務
課

　

℡
２
２
‒
２
１
６
１

  

タ
ー
ゲ
ッ
ト
・
バ
ー
ド
ゴ
ル
フ
大
会
に

参
加
し
ま
せ
ん
か
！

　

揖
斐
川
町
軽
ス
ポ
ー
ツ
連
盟
で
は
、
次
の

と
お
り
タ
ー
ゲ
ッ
ト
・
バ
ー
ド
ゴ
ル
フ
大
会

を
開
催
し
ま
す
。
タ
ー
ゲ
ッ
ト
・
バ
ー
ド
ゴ

ル
フ
は
、
手
軽
で
安
全
な
ス
ポ
ー
ツ
で
す
。

皆
さ
ま
お
誘
い
合
わ
せ
の
う
え
、
ご
参
加
く

だ
さ
い
。

■
日
時　
９
月
２９
日（
日
）　　

　
　
　
　

８
時
か
ら
受
付

■
場
所　
岡
島
橋
下
流�

芝
生
広
場

■
対
象
者　
高
校
生
以
上

■
参
加
費　
５
０
０
円（
当
日
徴
収
）

■
申
込
方
法　

　

９
月
２０
日（
金
）ま
で
に
、
揖
斐
川
健
康
広

場
に
備
え
付
け
の
申
込
み
用
紙
に
必
要
事
項

を
記
入
の
上
、
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

問
揖
斐
川
町
軽
ス
ポ
ー
ツ
連
盟

　

℡
２
２
‒
３
８
０
４（
橋
本
）

寿
長
ご

さ
ん

７
月
の

こ
の
度
、
次
の
方
が
長
寿
者
褒
賞
を
受
け

ら
れ
、
長
寿
の
お
祝
い
が
贈
ら
れ
ま
し
た
。

皆
さ
ん
、
こ
れ
か
ら
も
お
元
気
で
長
生
き

を
し
て
く
だ
さ
い
。

かた

桐
ぎり

 百
ゆ

合
り

子
こ

 さん
95歳（三輪）

𣘺
はし

本
もと

 きみ子
こ

 さん
95歳（谷汲岐礼）

安
あ

達
だち

 孝
たか

子
こ

 さん
95歳（𦙾永）


